
  

ウ １週間単位の変形労働時間制 

① 各 日 に つ い て

・１日の所定労働時間が８時間を超えて１０時間以
下の日は、その所定労働時間を超えた時間 

・１日の所定労働時間が８時間以下の日は、８時間
を超えた時間 

② １ 週 に つ い て ４０時間を超えた時間 

エ フレックスタイム制 

① 各 日 に つ い て なし 

② １ 週 に つ い て なし 

③変形期間を通じて

次の式によって計算される変形期間における法定
労働時間の総枠を超えて労働した時間 
４０※×（変形期間の暦日数／７） 

※特例措置対象事業場は４４時間、但し清算期
間が１か月を超える場合は４０時間で計算しなけ
ればなりません。 

   ◆主な関係条文：労働基準法３７条、同法施行規則１９～２１条 
 

（５）固定残業代（みなし残業代） 

「固定残業代」とは、その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労

働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことで

す。 

求人票、労働条件通知書等では、次の３つの内容を確認しましょう。 

ア 固定残業代を除いた基本給の額 

イ 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法 

ウ 固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働に対し

て割増賃金を追加で支払う旨の明示 

※ 労働時間数については、時間外労働の上限規則を配慮したもの

となります。 

 

６ 年少者の時間外・休日・深夜労働の禁止 

１８歳未満の年少者には労働基準法３６条は適用されませんので、３６協定

があっても、原則として、時間外労働や休日労働をさせることはできません。 

労働時間が同じでも、昼と夜とでは、身体や精神に与える影響はずいぶん

違うものです。そのため１８歳未満の年少者は深夜労働（午後１０時から翌日

午前５時まで）も禁止されています。 
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ただし、病院等の一部業種では、社会的必要上、深夜労働が認められて

います。また、１６歳以上の男性に限り、定期的に昼間勤務と夜間勤務を替え

る交替制によって働かせることも認められています。 
◆主な関係条文：労働基準法６０～６１条 
 

７ 年次有給休暇（年休） 

労働者が心身の疲労回復のために、休養したりレジャーを楽しんだりしよう

とするときに、休日のほかに有給で休むことができるのが「年休（年次有給休

暇）」です。 

この年次有給休暇は、雇入れの日から６か月継続勤務し、勤務すべき日

の８割以上出勤（育児休業や介護休業を取得した期間は出勤したものとして

取り扱われます）すれば１０日、その後は１年勤続するごとに１日ずつ増加

し、３年６か月目からは２日ずつ増加して最高２０日まで取ることができます。 

これは労働基準法で定められている最低の基準ですから、雇入れの日も

取得できるなど労働基準法を上回る制度を設けている会社もあります。 

また、労働者が年次有給休暇を取得したことに対して、精皆勤手当・賞与

などの賃金の減額、その他の不利益な取扱いをしてはいけません。 

 

（１）年次有給休暇の付与日数 

ア 一般の労働者（週所定労働時間が３０時間以上、若しくは週所定労働

日数が５日以上又は年間所定労働日数が２１７日以上の場合） 

継続勤務年数 ６月 １年６月 ２年６月 ３年６月 ４年６月 ５年６月 ６年６月以上

付 与 日 数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日

イ 認定職業訓練を受ける未成年者（労働基準法７２条）でウの該当者を

除く労働者 

継続勤務年数 ６月 １年６月 ２年６月 ３年６月 ４年６月 ５年６月以上 

付 与 日 数 １２日 １３日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

ウ 週所定労働時間が３０時間未満の労働者 

週 所 定 
労働日数 

年間所定 
労働日数 

雇入れの日からの継続勤務年数 

６月 １年６月 ２年６月 ３年６月 ４年６月 ５年６月 ６年６月以上

４日 １６９～２１６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日

３日 １２１～１６８日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日

２日 ７３～１２０日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日

１日 ４８～７２日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日
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